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序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文序　　　　文

　テュニジア共和国（以下、テュニジア国と略す）はこのほど、対欧州貿易の完全自由化を2006

年に控えた産業界の人材ニーズに応えたいとして、我が国がこれまで支援を続けてきた電気技術

者職業訓練センター（CSFE ex-CIPE）の訓練計画及び機材の更新、教員陣のレベルアップを目

的とする技術協力を日本政府に求めてきた。CSFE ex-CIPEに対しては1975年以来、青年海外協

力隊員や個別専門家の派遣による支援が行われてきたが、質の高い人的資源育成の緊急度が、更

に高まってきたためである。

　これを受けて国際協力事業団は、今後の取り組みを検討するための現状調査を行うこととし、

平成10年２月23日～３月７日まで、労働省職業能力開発局海外協力課課長　長江盛啓氏を団長と

する基礎調査団を派遣した。同調査団はテュニジア国の職業訓練事情を詳細に調査するととも

に、電気・電子関連の職業訓練施設多数を訪問して、本案件のニーズを探り、要請の詳細内容を

確認する作業を行った。

　本報告書は、同調査団の協議・調査内容を取りまとめたもので、今後関係各方面に広く活用さ

れることを望むものである。

　ここに、調査団の各位をはじめ、ご協力いただいた外務省、労働省、雇用促進事業団、在テュ

ニジア日本大使館など、内外関係各機関の方々に深く謝意を表するとともに、今後とも一層のご

支援を賜るよう、お願い申し上げる次第である。
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１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣１．基礎調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的１－１　調査団派遣の経緯と目的

　テュニジア国は1995年に欧州連合（ＥＵ）とパートナーシップ協定を締結し、2006年までに対

ＥＵ貿易関税を完全撤廃することを約したため、自国産業の競争力を早急に強化する必要に迫ら

れている。しかしながら同国の製造業には、これまで手厚い保護政策がとられてきたところか

ら、自由化に対する政府、産業界の危機感が極めて強い。中でも電気・機械産業分野は、将来ＥＵ

から無関税価格で輸入される製品と競合しつつ、部品輸出をめざすために、その技術水準及び労

働生産性の向上が緊急課題になってきた。

　このためテュニジア国政府は、世銀の支援を受けて、公共職業安定機関の設置、企業内向上訓

練の促進を図る「ＭＡＮＦＯＲＭＥ計画」を進めているのをはじめ、技術者養成の制度的枠組み

の見直しや、各職業訓練センターの再編成、訓練内容の向上・充実により、技術者の質の向上と

人材育成を図ろうとしている。

　その一環として同国政府は、これまで我が国が協力してきたCSFE ex-CIPEの訓練計画の近代

化や機材の更新、教員陣のレベルアップを図り、産業界の高度化する人材ニーズに応えたいとし

て、改めて技術協力を要請してきた。

　我が国のCSFE ex-CIPEに対する協力としては、1975年以降、青年海外協力隊員16名（電子機

器、電気機器、冷凍機械の３分野）を派遣し、さらに1979年からは個別専門家４名（電子技術、

電気・電子技術、映像機器の３分野）を派遣して支援してきた経緯があり、最後の専門家は1997

年８月まで活動していた。

　上記要請を受けてＪＩＣＡは、今後の取り組みを検討するための現状調査を行うことにした。

本基礎調査団は、テュニジア国の電気・電子関連産業及び職業訓練に関する調査を通して本案件

のニーズを探り、要請の詳細な内容について先方に確認する一方、専門家を派遣する場合に備え

て生活・勤務環境の調査も行うなど、今後のプロジェクト方式技術協力を検討する際の基礎資料

を整備するものである。
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１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成１－２　調査団の構成

団長・総括 長江　盛啓 労働省職業能力開発局海外協力課　課長

訓練計画 名田　裕 労働省職業能力開発局海外協力課　海外訓練協力官

自動制御・電気 岩崎　義一 雇用促進事業団大阪職業能力開発短期大学校制御技術科　講師

協力企画 高原　敏竜 ＪＩＣＡ社会開発協力部社会開発協力第二課

通訳 芝原　理之 シックフランス

１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程１－３　調査日程

日順 月 日 曜日 調査行程 調　査　内　容

１ ２月23日 月 成田～パリ 移動

２ ２月24日 火 パリ～テュニス 到着、日本大使館表敬、ＪＩＣＡ事務所打合せ

コンサルタント報告

３ ２月25日 水 テュニス ＭＦＰＥ訪問

EL-Khadra通信職業訓練センター訪問

FEDELEC-UTICA聞き取り調査

４ ２月26日 木 テュニス CENAFFIF訪問

CSFE ex-CIPE訪問

ＭＦＰＥ官房長表敬

５ ２月27日 金 テュニス SHAKIRAケーブル会社訪問

Den Den電気職業訓練センター訪問

SONY-Afrivision訪問

６ ２月28日 土 テュニス Sousse電気職業訓練センター訪問

７ ３月１日 日 テュニス 資料整理

８ ３月２日 月 テュニス ＭＦＰＥ聞き取り調査

CNFCPP訪問

CETIME訪問

９ ３月３日 火 テュニス 新センター建設予定地現地視察

ＭＦＰＥ最終協議

ＭＦＰＥ官房長表敬

10 ３月４日 水 テュニス ＥＮＩＴ訪問

日本大使館・ＪＩＣＡ事務所報告

11 ３月５日 木 テュニス～パリ 移動

12 ３月６日 金 パリ～ 移動

13 ３月７日 土 成田 到着
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１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者１－４　主要面談者

Name Position

Mr. Mohamed Moncef BEN SAID Chef de Cabinet de Ministre MFPE

Mr. Mohamed SADDEM Directeur du GE3P MFPE
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藤井　柳太郎 在テュニジア日本大使館　公使

須藤　亨 在テュニジア日本国大使館　三等書記官

辻岡　政男 ＪＩＣＡテュニジア事務所　所長

竹本　啓一 ＪＩＣＡテュニジア事務所　所員

佐藤　大輔 ＪＩＣＡテュニジア事務所　調整員

大芝　敏明 ＪＩＣＡ専門家（ＥＮＩＴ）
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２．要約２．要約２．要約２．要約２．要約

　本基礎調査団は、テュニジア国政府から要請を受けたCSFE ex-CIPE整備計画について、今後

の取り組みを検討するための現状調査を行うことを目的として、1998年２月23日～３月７日まで

派遣された。

　調査団はテュニジア国の職業訓練行政をつかさどるＭＦＰＥで、行政機構、職業訓練施策の実

施機関、職業訓練政策等をはじめ、同国の国家開発計画など上位計画についても資料・情報を収

集するとともに、ＭＦＰＥの傘下にある電気・電子分野の各種職業訓練センターを訪問して、そ

の実態を調査した。

　調査の結果、テュニジア国は国内企業の競争力を高め、同時に外資の導入を図って、国内需要

に応えるばかりでなく、特に欧州への輸出を増やしていくための、いわば「人的資源のインフラ

整備」を切実に求めている実情が明らかになった。我が国はCSFE ex-CIPEに対して、1975年以

来、ＪＯＣＶ隊員及び個別専門家を派遣するなど技術協力を進めてきたところであるが、対ＥＵ

貿易の完全自由化を控えて、そうした人材育成分野強化の必要性は更に高まっている。

　これに対してテュニジア側は、CSFE ex-CIPEの実習棟の一部と管理棟の改築が1998年３月に

も完成する運びであることから、同センターの機材購入及び技術協力には差し当たりフランスの

資金を流用することとして、当初の技術協力要請を修正してきた。この修正要請は、新たに

「テュニジア・日本電気電子職業訓練パイロットセンター」を設立して自動制御、マルチメディ

ア機器メンテナンス、電子機器設置、工業電子４分野の訓練を行うため、我が国の協力を求める

ものである。

　調査団はこれについて、公式にコメントできる立場ではないので、取りあえずのたたき台とし

て要請書を受領した。しかし、修正要請は我が国の技術協力開始が2002年以降に遅れてしまう事

情に起因するものであり、電気産業の技術者養成に協力するという主目的は変わらないこと、修

正内容も一部を除いておおむね妥当と考えられることから、基本的には修正を受け入れるべきで

あると思料する。

　テュニジア側はＭＦＰＥのキーパースンであるＧＥ３Ｐ担当部長が陣頭指揮をとって修正要請

に対応する構えであることから、調査団としては、今後日本側が事前調査団を派遣するまでの

間、日本・テュニジア双方に準備連絡会をつくって緊密なコミュニケーションを図るよう提案し

た。
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３．上位計画とその関連３．上位計画とその関連３．上位計画とその関連３．上位計画とその関連３．上位計画とその関連

３－１　内政・外交及び我が国との関係３－１　内政・外交及び我が国との関係３－１　内政・外交及び我が国との関係３－１　内政・外交及び我が国との関係３－１　内政・外交及び我が国との関係

　テュニジア国はズィン・エル・アビディン・ベン・アリ大統領（Presedent Zine El-Abdine

BEN ALI）を元首とする共和制国家で、与党民主立憲連合（ＲＤＣ）により、総理府及び23省か

ら成る単独内閣が構成されている。

　テュニジアは1956年にフランスから独立したあと、ブルギバ大統領の指導の下、米・仏など西

側諸国と緊密な関係を保ってきた。1987年に健康上の理由でブルギバ大統領が引退し、現行のベ

ン・アリ政権が誕生した。ベン・アリ大統領はブルギバ時代の基本的政策を踏襲しつつ、近隣国

が軒並みイスラム原理主義の過激なムーブメントにのめり込んだのに対し、過激派をきびしく取

り締まり、民主化を推進した。その結果1988年４月に政党法制定により野党が公認され、1994年

３月に行われた国会選挙ではＲＣＤが163議席中144議席を獲得、野党は６党のうち民主社会主義

運動、テュニジア共産党、民主統一連合、人民統一党の４党あわせて19議席を得て、複数政党制

の国会を誕生させている。

　現在テュニジアでは、宗教的色彩を帯びた政党は認められていない。また、他のイスラム国家

に比べて女性の地位が高く扱われており、閣僚にも登用されているほか、憲法において妻から離

婚の申し出を行う権利も保障されている。

　しかしながら、治安当局による反政府勢力の取り締まりの行き過ぎ、報道の自由の欠如などが

社会問題として指摘されている。1997年11月の大統領演説では、今後の制度改革の指針が示さ

れ、選挙法の改正を通じた国会・地方議会での野党議席数の増加や憲法の改正による憲法評議会

の権限強化が訴えられた。

　外交関係においては、穏健アラブ・イスラム国家として欧米諸国や我が国との関係強化に努力

し、近隣諸国ともアラブ・マグレブ連合（アルジェリア、モロッコ、リビア、モーリタニア）を

推進している。対アフリカでも、1994年から１年間アフリカ統一機構（ＯＡＵ）議長国を務めて

いる。また、1982年からはＰＬＯ本部をホストし、(1994年６月まで）中東和平プロセスに積極

的に参画した。イスラエルとも1996年に利益代表部の交換を実現した。

　我が国との関係では1969年に在テュニジア日本大使館を開設、テュニジアも1977年に在京テュ

ニジア大使館を開設した。1956年査証免除取極めを交わし、1974年に青年海外協力隊の派遣取極

めを行っている。また1996年６月に高円宮同妃両殿下がテュニジアを公式訪問、同年７月にベ

ン・アリ大統領を国賓として我が国に迎えた。
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３－２　国家開発計画等３－２　国家開発計画等３－２　国家開発計画等３－２　国家開発計画等３－２　国家開発計画等

(１) 第８次経済・社会開発５か年計画（1992～1996年）

　第８次経済・社会開発５か年計画の概要は、以下のとおりであった。

１) 基本戦略

ａ) 雇用の創出・人的資源の活用

ｂ) 農業の重点化

ｃ) 輸入の促進

ｄ) 民間投資の促進

ｅ) 環境及び自然への配慮

２) 計画の概要

ａ) 製造業（8.7％）と観光業（22.3％）の強力な拡大による年平均実質経済成長率６％

達成

ｂ) 32万人の新規雇用創出

ｃ) ５年間で１人当たり所得の実質20％増の実現

ｄ) 貧困者の割合縮小

ｅ) 債務の対ＧＮＰ比率52.6％（現在）を1996年に42.5％にする

　５か年計画の優先部門としては、①教育（投資実質 40％増)、②職業訓練（同60％増)、

③高等教育（同300％増）などが上げられている。

(２) 第９次経済・社会開発５か年計画（1997～2001年）

　第９次経済・社会開発５か年計画は平均年間ＧＤＰ成長率を第８次計画の実績4.6％か

ら６％に上げ、中でも工業の成長率を5.8％から6.9％に引き上げることを目標に掲げて

いる。また、雇用創出、失業者の削減も引き続き政府の優先課題とされている。

　雇用の創出は1997～2001年で30万人、インフレを3.9％に抑えることによってテュニジ

ア製品の価格的競争力をつけるとしている。

　ＭＦＰＥに関する計画では第９次計画の期間中に、以下を目標として、総額3196億8000

万ディナール（１ディナール＝約１米ドル＝約130円）を投資することにしている。

１) 分野別職業訓練センターの再編成、最大50％のオルタネーティブトレーニングの導

入

２) 現在年間8000人のＢＴＰ養成規模を１万7000人にまで高める

３) ＣＡＰレベル訓練内容の再編成

４) 従弟制度の導入によってＣＡＰレベルの技能者を３万人養成する
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３－３　労働統計３－３　労働統計３－３　労働統計３－３　労働統計３－３　労働統計

(１) 人口

　テュニジア国では、1994年にセンサス調査を実施している。これによれば、同国の人

口（1994年４月現在）は878万6000人（大阪府よりやや多い)、うち、男子は443万9000人

（全体の50.5％)、女子は434万6000人（同49.5％）となっている。人口の61％が都市部

に居住している。1994年の出生率は1000分の22.7、死亡率は1000分の5.1で、人口増加

率は1.72％と次第に緩慢化しつつあり、2005年には、1.3％に低下するものと見込まれて

いる。

　15歳未満層が総人口の34.8％を占めているが、今後はこの年齢層の人口は減少に転じ

るものと見込まれている。一方、15～59歳層の人口は、総人口に占める割合が1984年の

53.6％から1994年には56.9％に増大している。なお、同国の平均寿命は72.6歳（1996

年）である。

表－１　年齢層別人口（1994年）　 （単位：人）

年齢層 男女計 男子 女子

 0～14歳 3,058,320 1,565,977 1,492,343

15～59歳 5,000,788 2,498,941 2,501,847

60歳以上 726,603 374,371 352,232

合計 8,785,711 4,439,289 4,346,422

資料出所：テュニジア統計局（ＩＮＳ)“Recensement General 1994”

表－２　年齢層別人口比率の推移　 （単位：％）

年齢層 1966 1975 1984 1994

 0～14歳 46.5 43.8 39.7 34.8

15～59歳 48.0 50.4 53.6 56.9

60歳以上 5.5 5.8 6.7 8.3

合計 100.0 100.0 100.0 100.0

資料出所：テュニジア統計局（ＩＮＳ)“Recensement General 1994”

(２) 就業構造

　1994年における就業者数（Population active occupee）は、232万600人であった。

男女別にみると、男子は178万5700人（全体の77.0％)、女子は53万4900人（同33.0％）と
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なっているが、製造業就業者についてみると、男子は全体の53.7％、女子は同46.3％と

なっている。就業者数を産業別にみると、サービス業が60万500人（同26.3％）と最も多

く、次いで農林水産業の50万1000人（同21.9％)、製造業の45万5700人（同19.9％)、教

育・保健・行政が38万2200人（同16.7％）等となっている。テュニジア政府では、鉱工

業・建設業に従事する就業者の割合は頭打ちになり、今後はサービス部門へのシフトが

進むものと見通している（ＭＦＰＥ“Reforme de la Formation Professionnelle en

Tunisie:p.9”)。

　就業者を地域別にみると、テュニス首都圏が55万9000人（同24.1％）と最も多く、次い

で、スース、スファックス等が所在する地中海に面した中東部が53万5000人（同23.0％)、

テュニス首都圏に隣接する北東部が35万3000人（同15.2％)、同じくテュニス首都圏に近

い北西部が29万1000人（同12.5％）などとなっている。特に、製造業就業者についてみ

ると、中東部に全体の32.2％、テュニス首都圏に同27.4％、北東部に同17.1％と、地中

海に面したこれらの地域に80％近くの就業者が集中している。

　就業者を従業上の地位別にみると、被雇用者（Salaries）が162万7900人（全体の

70.6％、と最も多く、以下、使用人をもたない自営者（Independants sans salaries）

が46万2200人（同20.0％)、家事従事者（Aides familiaux）が13万400人（同5.7％）

などとなっている。

　就業者を教育レベル別にみると、義務教育修了者（Primaire）が92万4700人（全体の

39.8％)、中等学校卒業者（Secondaire）が67万3200人（同29.0％)、高等教育（大学レ

ベル）修了者（Superieur）が15万9900人（同6.9％）であるほか、義務教育も修了して

いない者が55万6900人（同24.0％）となっている。これを製造業就業者についてみる

と、同国の伝統的な製造業種である繊維製造業では義務教育未了者が全体の16.9％、義

務教育修了者が同55.6％、中等学校卒業者が同26.1％、高等教育修了者が同1.2％となっ

ているのに対し、新興分野である機械・電気製造業ではそれぞれ7.1％、46.4％、40.9％、

5.4％となっており、中等教育以上のレベルの就業者の割合が高くなっている。

(３) 労働力の需給状況

　全国に職業安定所を展開しているＭＦＰＥの業務統計によれば、1997年１～６月期の

新規求職登録数は９万6400件（前年同期比15.2％増）で、一方、同期の新規求人登録数

は３万8400件（前年同期比8.6％減）であった。就職件数は３万5500件で、新規求人登録

の充足率は92.4％であった。
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表－３　ＭＦＰＥ職業安定所における職業紹介状況（単位：件）

項目 1997年１～６月期（１） 1996年１～６月期（２） (１)／(２)

新規求職① 96,400 83,700 1.15

新規求人② 38,400 42,000 0.91

②／① 0.40 0.50

就職件数③ 35,500 37,900 0.94

③／① 0.37 0.45

③／② 0.92 0.90

資料出所：ＭＦＰＥ“Conjoncture de l’emploi Oct.97”

(４) 労働力需給の将来予測

　ＭＦＰＥでは、1997年７月に発表した職業訓練整備計画（Reforme de la Formation

Professionnelle en Tunisie）において、労働力需給の中期的な予測を行っている。

その要点は以下のとおりである。

１) 1994～2000年までの間における新規求職者数は年間12万人と見込まれ、これは現在

の就業者数の５％に相当する。

２) 就業者数は年間約９万人、2.5％の増加が見込まれる。

３) 失業者は、未熟練の若年者で初めて求職活動をする層が多く、これらのグループに

は雇用機会よりも訓練機会を提供することが必要である。

３－４　一般的経済指標３－４　一般的経済指標３－４　一般的経済指標３－４　一般的経済指標３－４　一般的経済指標

(１) 社会経済指標

　主な社会経済指標は、以下のとおりである。

　　総人口：878万5711人（1994年）

　　人口構成：34.8％が15歳以下

　　平均寿命：72.6歳（1996年）

　　人口増加率：1.81％（1996年）

　　人口密度：１平方キロメートル当たり54.1人

　　国家予算総額：61億4000万ディナール

　　ＧＤＰ成長率：3.5％

　　ＧＮＰ：181憶9640万ディナール（1996年）

　　１人当たりＧＮＰ：1820ドル（1995年）

　　失業率：15.5％（1996年）
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(２) 鉱工業生産

　ＧＤＰの31％を占め、成長率は4.3％（1991年）である。

(３) 産業別経済構成

　テュニジア国の産業構成はＧＤＰに占める割合でみると、農業・水産業16.6％、製造

業19.8％、エネルギー・鉱業8.5％、建設5.1％、観光5.7％、運輸・通信8.7％となって

いる。これをみても分かるように、テュニジア国は製造業の占める割合が多く、工業化

が比較的進んでいるといえる。輸出品としては総額55憶5900万ドルのうち、繊維・皮革・

靴が27億900万ドル、農業・水産及び食品加工品が５億7200万ドル、石油・ガス燃料が５

億300万ドル、機械・電気製品が４憶7800万ドル、リン及び肥料が３億8700万ドルとなっ

ている。また輸入品は総額79億1900万ドルのうち、機械・電気製品が30億1400万ドル、

繊維・皮革・靴が20億900万ドル、農業・水産及び食品加工品が８億8200万ドル、化学製

品が６億8800万ドル、石油・ガス燃料が５億9700万ドルとなっている（ＥＩＵデータ)。

(４) 電気関連産業の統計について

　電気関連産業は2500の生産・販売・サービス企業があり、被雇用者数は約２万人であ

る。2500のうち約400が生産企業であり、残りは手工業と設置・サービス・販売を行って

いる。

　これらの生産企業は製品によって差があるものの、10人から150人を雇用する中小企業

で、全体として約１万5000人を雇用している。

　内訳は以下のとおり。

１) 電気技術産業（ケーブルほか)：230企業

２) 電子産業：130企業

３) 家庭用電気機器（台所用品、洗濯機等いわゆる白もの家電）：40企業

　その付加価値に占める割合と総生産中輸出の占める割合は、①電気技術産業（ 50％う

ち70％が輸出)、②電子産業（32％うち40％が輸出)、③家庭用電気機器（18％うち10％

が輸出)、となっている。
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４．当該分野の現状と開発計画４．当該分野の現状と開発計画４．当該分野の現状と開発計画４．当該分野の現状と開発計画４．当該分野の現状と開発計画

４－１　職業訓練行政４－１　職業訓練行政４－１　職業訓練行政４－１　職業訓練行政４－１　職業訓練行政

　テュニジア国においては、国民の職業訓練（職業技術教育）に関する行政は、ＭＦＰＥ及び高

等教育省（Ministere de l'Enseignement Superieur）の２つの中央官庁が所管する施設が、

いわゆる公共教育訓練を実施している。両省の役割分担としては、ＭＦＰＥが義務教育修了（15

歳）後の上級中等学校前期課程と同等レベルのＣＡＰ級２年課程訓練、上級中等学校後期課程と

同等レベルのＢＴＰ級２年課程訓練、そして、大学短期課程と同等レベルのＢＴＳ級２年課程訓

練を担当し、高等教育省は大学・大学院の技術教育とＢＴＳ級２年課程訓練を担当している。

ＢＴＳ級の訓練は、ＭＦＰＥ傘下の職業訓練施設と高等教育省傘下のＩＳＥＴの両方で実施して

いるが、基本的にはＩＳＥＴの領域とされていて、ＢＴＳ級訓練のみを行うＭＦＰＥ傘下施設は

今のところなく、ＢＴＰ級の複数の学科に１つだけＢＴＳ級の学科が含まれている施設がほとん

どである。

４－１－１　ＭＦＰＥ

　ＭＦＰＥは、雇用政策（移民・海外就労政策を含む）と職業訓練政策を所管する中央省庁の

１つとして、1990年に新設された。ただし、ＭＦＰＥの設置以前には、職業訓練行政は社会省

（Ministere des Affaires Sociales）で所管しており、訓練の実施機関であるＡＴＦＰも

社会省の傘下にあったものを、ＭＦＰＥの新設に伴って社会省から移管した。本省職員も社会

省から移籍したものが少なくない。

　ＭＦＰＥは、大臣の下に副大臣に相当する官房長（Chef de Cabinet）が置かれており、官

房長の下にＧＥ３Ｐ、国際協力部（Division de la Cooperation Internationale）及び海

外交流部（Charge de Mission）の３部局から成る官房事務局（Cabinet）が設置されている。

　官房事務局の下には、本省部局として、職業訓練行政を担当する職業訓練局（Direction

Generale de la Formation Professionnelle）と、雇用対策及び海外就労対策を担当する

雇用・移民局（Direction Generale de l'emploi et de l'Emigration）の２つの部局が置

かれているほか、地方出先機関として地方事務所（Direction Regionale）が23ヵ所（１州１

所）設置されている。

　ＭＦＰＥの職員数は、本省のみで190名である。地方事務所を含めた職員数は不明だが、地

方事務所の職員は１ヵ所当たり10名前後とのことから、全体では４百数十名と推定される。

(１) 政策決定のメカニズム

　日本の中央官庁がもっているような政策の企画・立案機能は、ＭＦＰＥのＧＥ３Ｐに

集中しており、例えば、職業訓練行政の事業について、どの外国政府を援助ドナーとし



－12－

て選ぶかの決定は、すべてＧＥ３Ｐで行われている。また、職業訓練に関する政策につ

いて審議するため、職業訓練雇用大臣と労使の各代表者の三者で構成される職業訓練常

設審議会（Commission Permanante de la Formation Professionnelle）が設置され

ているほか、首相レベルでの職業訓練政策に関する審議会として、首相、職業訓練雇用

大臣、政党の代表者及び労使の各代表者で構成される職業訓練上級会議（C o n s e i l

Superieur de la Formation Professionnelle）が設置されている。

(２) 職業訓練行政の予算

　ＭＦＰＥの予算は、一般会計（Titre Ⅰ）と開発予算（Titre Ⅱ）の２種類から成っ

ており、いずれも国税収入を財源としている。1998年のＭＦＰＥ本省予算額は、Titre Ⅰ

が466万6000ディナール、Titre Ⅱが921万4000ディナールの、合計1388万ディナールで

ある。また、ＭＦＰＥ傘下の関係機関を含めた予算総額は、１億4320万3000ディナール

である。ただし、具体的な施策については、ＴＦＰ制度がＴＦＰを100％財源として実施

されているほか（1997年予算＝税収額：2250万ディナール)、事業によっては世銀等の国

際機関やＥＵ諸国を中心とする外国政府からの拠出金を財源の一部に充当して実施して

いるため、実際の施策に投入している金額はＭＦＰＥ予算を大きく上回るものと理解す

べきである。

４－１－２　職業訓練施策の実施機関

　ＭＦＰＥは、施策の実施機関として、ＡＴＦＰ、ＣＥＮＡＦＦＩＦ、ＣＮＦＣＰＰの３機関

を設置しており、主としてＭＦＰＥの予算を財源に運営されている。また、職業紹介・職業指

導のサービスを提供する機関として、ＡＴＰが前述の３機関と並列して設置されている。

(１) ＡＴＦＰ

　ＡＴＦＰは、公共職業訓練を運営する団体で、全国に73の職業訓練施設を有し（この

ほか建設中のものが13施設ある)、主としてＣＡＰとＢＴＰレベルの訓練を実施してい

る。同国には、農業省や国家観光局、公衆衛生省がその所管する分野の人材養成を行う

ための職業訓練施設が存在するが、ＡＴＦＰが所管する職業訓練のキャパシティは年間

１万人に達しており、ＡＴＦＰは同国における職業訓練の中核的組織と理解して差し支

えない。ＡＴＦＰの公共職業訓練施設は、大別すると、電気・電子、衣服など特定分野

の職種（学科）を専門に扱うＣＳＦ（主としてＢＴＰレベル）と、異なる分野の職種を

総合的に扱うポリバランス（Polyvalant）と呼ばれる職業訓練センター（主としてＣＡＰ

レベル）の２種類がある。

　ＡＴＦＰは現在2300名の職員を擁し、1998年の予算額は、一般会計が3889万5000ディナー
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ル、開発予算が4456万2000ディナールの合計8345万7000ディナールで、これはＭＦＰＥの

関係予算総額の58.3％に相当する。

(２) ＣＥＮＡＦＦＩＦ

　ＣＥＮＡＦＦＩＦは、職業訓練指導員の養成を使命として1963年に設置された。近年

の職業訓練を巡る大改革の中でＣＥＮＡＦＦＩＦの役割も大きく変化しつつあり、1993

年から全国の各種職業訓練施設に技術的なサポートを行う機能、すなわち“Center of

centers”としての機能を確立している。

　現在のＣＥＮＡＦＦＩＦの機能は、大別すると以下の３つである。

１) カリキュラム見直しなど、職業訓練施設に対する技術的なサポート

２) 職業訓練指導員の養成

３) 職業訓練指導員の資格発給（ただし現在検討中で、まだこの機能はない）

　１）については、既存の訓練カリキュラムの見直し、新設学科のカリキュラムの開

発・作成、個別の施設のカリキュラムに対する助言などを行っている。サポートの対象

はＡＴＦＰ及びその傘下の職業訓練施設が中心であるが、ＭＦＰＥ以外の省庁が運営す

る職業訓練施設や民間の訓練施設に対しても協力を行っている。ＣＥＮＡＦＦＩＦの作

成したカリキュラム案は、個別の職業訓練施設のカリキュラム設定を拘束するものでは

なく、個別施設への助言ないしは提案という性格を有しており、最終的には個別施設と

ＣＥＮＡＦＦＩＦとの議論を経て訓練現場で運用されることになっている。

　この機能を担う中核は、職業訓練指導員２名、指導方法論（Competence Approach）

の専門家１名、大学関係者１名、そして、産業界の代表者２名の６名から構成される技

術委員会（Commission Technique）と呼ばれる組織である。この委員会は、カリキュラ

ム事例の収集、文献調査、アンケート調査などの手法を用いて、カリキュラム作成・見

直しの基礎となるべきデータの収集を行い、これを基に、指導方法論、訓練時間、訓練

の質、訓練用機材、職業訓練指導員など、様々な観点から分析・検討を行い、カリキュ

ラム原案を策定する。カリキュラム原案は、最終的には訓練施設での試行、再調整を経

て確立される。

　２）については、大学新規卒業者で主としてＡＴＦＰに職業訓練指導員として採用さ

れた者を受け入れ、１年課程の訓練を実施している（1997年度実績：437名)。同国にお

いては職業訓練指導員の免許制度は未確立なので、我が国の職業能力開発大学校のよう

に工学技術と指導理論を習得させて指導員免許を付与するといった性格の機能はなく、

むしろ、一般大学を卒業し、工学技術を得て職業訓練指導員を志した者に対し、指導技

法と指導員としての実践的な技術の教育訓練を実施することを通じて、職業訓練指導員
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に必要な能力を付与する性格をもっている。

　指導員養成訓練は、毎年７月に訓練を開始し、最初の２ヵ月間はＣＥＮＡＦＦＩＦ内

で指導技法（ペタゴジー）を中心に理論面の教育を受け、続く３ヵ月間は企業実習を行

い、ＯＪＴによる技術訓練を受ける。その後、再びＣＥＮＡＦＦＩＦに戻って３～４か

月間にわたって理論面の教育を受け、最後の４～５か月間は個別の職業訓練施設に配属

されて訓練指導の業務を行う一種の「教育実習」を行う内容となっている。

　ＣＥＮＡＦＦＩＦは今回の調査時点で、30～35名の指導員と40名の事務・管理部門要

員、臨時職員をあわせて約100名の職員を擁しており、組織の拡充に応じてこれからも増

員していく予定である。

　ＣＥＮＡＦＦＩＦの1998年の予算額は、一般会計が83万2000ディナール、開発予算が

681万2000ディナールの合計764万4000ディナールで、これはＭＦＰＥの関係予算総額の

5.3％に相当する。なお、開発予算には、ＭＦＰＥからの補助金のほか、世銀からの融資

やカナダ、ドイツからの無償資金供与（Competance Approachに関する協力）が含まれ

ている。

(３) ＣＮＦＣＰＰ

　ＣＮＦＣＰＰは、企業における向上訓練の促進を目的に設置された。ＣＮＦＣＰＰが

めざす向上訓練（Formation Continue）とは、企業内訓練のみならず、大学をはじめと

する国内の教育機関への委託・派遣による訓練、海外の合弁パートナーなどへの派遣訓

練、短期セミナーへの参加なども含めた広範な概念を指し、企業に対してその促進を図

るため、以下のような活動を行っている。

１) ＴＦＰの徴収及び払い戻しの業務

２) 主として中小企業を対象に、従業員が無料で参加できる短期セミナーを企画・実施

することによる向上訓練の機会の直接提供

３) 産業界・企業における向上訓練のニーズの調査・分析

　１)に関し、ＴＦＰは労働者を雇用するすべての企業（国営企業及びオフショア企業を

除く）を対象に、支払い賃金総額の１％又は２％を税率として徴収（ただし、中小企業

については定額納税としている）するものとして、1956年から実施されている。向上訓

練を実施した企業は、それに要した費用の一部を、訓練の形態に応じて法律に定められ

た基準に基づいて、当該企業の支払い税額の100％を限度に払い戻しを受ける仕組みに

なっている。

　ＴＦＰ制度の財政状況は、1997年の税収額が2250万ディナール（ただし、本来納税さ

れるべき金額は3300万ディナールで、中小・零細企業を中心に滞納がある）で、払戻金
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総額は1600万ディナールである。払い戻した残余の税収金は毎年国庫に組み入れられる

ので、ＴＦＰを財源とする基金は存在しない。また、払い戻しは各企業の支払い税額の

範囲内で行われるので、過去にＴＦＰ制度が赤字を出したことはなく、国庫からの補助

もない。

　２）については、ＰＲＯＮＡＦＯＣと呼ばれる、ＣＮＦＣＰＰが参加無料の短期セミ

ナーを提供するサービスがある。これは、中小企業（従業員100人以下規模）の従業員が

無料で参加できる短期のセミナーを企画・実施するもので、1997年の実績で延べ2000企

業の従業員9000名がＰＲＯＮＡＦＯＣに参加した。ＰＲＯＮＡＦＯＣには年間280万ディ

ナールの予算を投じているが、これは国庫の予算と世銀からの融資を財源にしている。

　ＣＮＦＣＰＰは今回の調査時点で80名の職員を擁しており、テュニスの本部のほかに

ＩＰＳＴと呼ばれる地方出先機関を全国に５か所設置している。

　ＣＮＦＣＰＰの1998年の予算額は、一般会計が632万8000ディナール、開発予算が141

万2000ディナールの合計774万ディナールで、これはＭＦＰＥの関係予算総額の5.4％に

相当する。

４－１－３　職業訓練政策の概要

　従来、テュニジア国の公共職業訓練体制は制度的な統一性を欠く面をもち、1990年代に入っ

て進められている教育制度改革と並行して抜本的な改革の途上にある。

　同国の学校教育は、９年間の義務教育修了後は、①２年間の中等教育前期課程、②２年間の

中等教育後期課程、③２年間の大学前期課程（バカロレア取得者 )、とつながっていくが、職

業訓練制度もこれに対応する形に整理され、前述のＣＡＰ、ＢＴＰ及びＢＴＳの各レベルの訓

練が実施されている（付属資料３参照)。

(１) 職業訓練政策の方向

　現在進行中の職業訓練政策の抜本的改革の背景に強く影響している要因は、｢ＥＵとの

貿易自由化のためのパートナーシップ協定」に象徴される本格的な貿易自由化が具体化

する中、同国が国際競争力を強化して、アフリカ近隣諸国はむろんのこと、ＥＵ加盟の

ヨーロッパ先進国の企業とも対等に競争できる品質とコストの製品生産能力を備える必

要があるとの危機感にも似た問題意識である。このため、現在の同国職業訓練政策の基

本テーゼは、「企業の訓練ニーズを完全に反映させた公共職業訓練を提供すること」に

ある。このため、具体的な対策としては、①企業の訓練ニーズを把握するシステムの構

築、②ニーズの変化に即応したカリキュラム・訓練内容の見直し、③企業（工場）実習

を盛り込んだ生産現場の実情に即した訓練の実施、などを進めている。これに伴って、

職業訓練に投入される国家予算も急速に増大しており、1990年に国家予算全体の3.5％で
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あった職業訓練関連予算は、1997年には6.4％に伸長している。

(２) ＭＡＮＦＯＲＭＥ（Mise a Niveau de la Formation et de l’Emploi）計画の概要

　前述の職業訓練政策の方向に沿って職業訓練制度の改革を進めるため、1997～2001年

までを計画期間とするＭＡＮＦＯＲＭＥ計画が進められている。これは、企業の訓練ニー

ズの把握と公共訓練のニーズへの適応、職業訓練キャパシティの拡大（目標：2004年ま

でに年間６万人）を基本目標に、企業の訓練ニーズ調査システムの確立、指導方法論

（Competance Approach）の導入、職業訓練施設の訓練用機材の更新、職業訓練施設の

新設など個別具体的な施策・事業を体系化したものである（付属資料４参照)。個別事業

は、テュニジア国政府の予算のみならず、一部の事業についてはそれぞれ個別に国際機

関や外国政府からの財政支援を受けて推進されている。

(３) 技能検定制度

１) 職種

　技能検定は、電子機械、冷凍冷蔵、家電修理、自動制御などの職種において行われ

ている。受験は所属企業の推薦による。

２) 検定基準など

　検定は実技試験と学科試験とで行われる。家電修理などの自営を目的にする場合が

多いため、家電修理の受験者が多い。資格に等級はない。

４－１－４　技術的事項

(１) 電気・電子機器のマーケットシェア（統計、店舗）

　テレビにおいては、トムソンとソニーが国内シェアーを２分している。

　他の家電については、三菱、東芝などの日系企業も進出してきているが、現時点では、

修理・部品の調達面でヨーロッパ系の企業の方が有利である（ソニーについては、合弁

会社として修理会社（Afrivision）を設立し、対応している)。

(２) 生産工場における制御技術（産業界のニーズ）

　SH A K I R A（1 9 6 3年創立で、電気配線、電話配線用などのケーブルの製造会社）と

Afrivision（1991年創立のテレビ組み立て・修理会社）２社だけでの判断となるが、自

動化の初期段階の生産ラインであると判断できる。効率良く生産量を上げていくために

は、より高度な自動化システムが必要となり、ラインを保守、管理、運営するテクニシャ

ンが、今以上に必要となってくると思われる。
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(３) 機材、部品の調達可能性（本邦企業等の代理店）

　電子部品は、テュニスにあるSOMETELで汎用の物は購入できる（ほかには、ＬＳもある

とのこと)。

　ＩＢＭコンパチブルコンピューター基板も現地購入できる。

　機構部品については、調査できなかった。

(４) 企業の求める技能労働者の水準（資格制度との関連）

　技術関連分野の技術革新に対応でき、生産システムを扱える人材、いわゆる生産チー

ムのチーフクラスの技能労働者が不足している。技能資格でいえば、ＢＴＳ級と判断で

きる。

(５) 技能基準、職業訓練基準

　職業訓練基準については、ＣＥＮＡＦＦＩＦで、カリキュラムの再検討、見直し、作

成が行われ、訓練の質の向上が行われている。この作業には、教員、産業、大学関係者、

教育方法学者が特別技術委員会を結成し、企業ニーズにあったカリキュラムを作成、点

検している。

(６) 機材の配置状況

　韓国の援助により、台数は少ないものの自動制御関連機器、冷凍・空調機器は一応整

備されている。コンピューターについては、16台設置され、アプリケーションソフトの

使用法、プログラミング、通信など、幅広い訓練コースを実施している。

(７) 教材の整備状況

　入手した教材のコース名を以下に示す。

１) 産業電子（Technicien en Electronique Industrielle）

　水準：ＢＴＰ

　教材番号：０７２３０３

２) 産業電気機器（Electricien d'Equipements Industriels）

　水準：ＣＡＰ

　教材番号：０７１２０２

３) 通信機器（Technicien en Communication Option Equipements de telecoms）

　水準：ＢＴＰ

　教材番号：０７３３０２
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４) 電気設備（Electricien du Batiment）

　水準：ＣＡＰ

　教材番号：０７１２０１

５) ネットワーク通信（Technicien en Communication Option Reseaux）

　水準：ＢＴＰ

　教材番号：０７３３０１

６) 情報システムのメンテナンス（Technicien en Maintenance des Systemes

Informatiques）

　水準：ＢＴＰ

　教材番号：０７２３０４

４－２　訪問先の概況４－２　訪問先の概況４－２　訪問先の概況４－２　訪問先の概況４－２　訪問先の概況

４－２－１　CSFE ex-CIPE

(１) 施設の沿革

　1959年に創立され、テュニジア国では最も歴史のある訓練校である。

　過去においては、以下の訓練が実施されていた。

１) 養成訓練

ａ) 職業適性コース（ＣＡＰ）

　・電子機械科（Electro-mecanicien）

　・冷凍・冷蔵科（Monteur Depanneur Frigorifique）

　・工業電気機器科（Electricite Equipement Industriel）

ｂ) テクニシャンコース（ＢＴＰ）

　・家電修理科（Electronique Garnd Public）

　・自動制御科（Automatisme）

(２) 訓練課程及び訓練科

　現在改築中の校舎が完成したあとは、フランス開発銀行による融資で機材の購入及び

若干の技術協力を得て、次に示すようにコースを再編する予定である。

１) 養成訓練（訓練期間：２年）

ａ) 職業適性コース（ＣＡＰ）

　・電子機械科（Electro-mecanicien）

　・電子科（Electronique）
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ｂ) テクニシャンコース（ＢＴＰ）

　・電気機器設備（Installation en Epuipement Electrique）

　・産業機器のメンテナンス（Maintenance des Equippements de Production

Industrielle）

　・民生用電気製品のメンテナンス（Maintenance des Apparells d’Equipement

Manager et des Collectivites）　

　・マルチメディアのメンテナンス（Maintenance Multimedia）

　・情報機器の設置・メンテナンス（Installation et Maintenance Informatique）

　・医療機械のメンテナンス

ｃ) 上級テクニシャンコース（ＢＴＳ）

　・工業メンテナンス（Maintenance Industrielle）

　・電子・情報メンテナンス（Maintenance Electronique et Informatique）

　・医療機器のメンテナンス（造影関連機器）

２) 向上訓練（訓練期間：１年）

　・アンテナ、ＶＴＲシステムの設置（Installateur Antenne et Systemes Video）

(３) 訓練定員

　・電子機械科（ＣＡＰ)：年間84名で計168名

　・電子科（ＣＡＰ)：年間56名で計112名

　・テクニシャンコース（ＢＴＰ)：各科年間14名で各科計28名

　・上級テクニシャンコース（ＢＴＳ)：各科年間14名で各科計28名

　・向上訓練（ＭＣ)：年間14名

(４) 機材の整備状況

　改築中であるため、1994年度単独機材供与した機材のＶＴＲ編集機材は、倉庫に保管

中であり、他の機材は他の施設で活用中とのことであった。改築後は、再びCSFE ex-CIPE

で使用予定となっている。

(５) その他特記事項

１) 視聴覚教材作成用のスタジオが用意され、ＶＴＲ編集機はこの部屋で活用される予

定。

２) 敷地面積7000平方メートル。

３) 全体的に小さな実習室が多く、機材等を設置する際に、訓練プログラムとの関連で
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効率良く配置する工夫が必要であろう。また設置コースの多さにも運営上の疑問が残

る。

４－２－２　El Khadra通信職業訓練センター（Centre Sectoriel de Formation en

Telecommunications）

(１) 施設の沿革

　1993年から準備に入り、1997年開校。

　設立予算は、テュニジア側：建物210万ディナール、ＥＵ：機器など480万ディナール

である。

(２) 教職員規模

　教員（大卒でＣＥＮＡＦＦＩＦの指導技法訓練修了者）40名、管理職約10名

(３) 訓練課程及び訓練科目

１) 養成訓練（訓練期間：２年）

ａ) テクニシャンコース（ＢＴＰ）

　・工業電子（Electronique de courant fort Option：Installation）

　・ネットワーク（Communication Option：Resaux d'abounnes）

　・通信機器（Communication Option：Equipment）

ｂ) 上級テクニシャンコース（ＢＴＳ）

　・コンピュータ（Communication Option：Informatique）

２) 向上訓練（訓練期間：１週間）

(４) 訓練定員

　1997年１月　各科約50名

　1997年９月　各科約50名

　1998年２月　各科約20名

　1998年２月現在在籍者数：500名

　向上訓練実績（1997年）：600名（通信分野）

(５) カリキュラム

１) カリキュラムの特徴として、各学年の終わりに企業実習（４週間）を設定している。

２) 電話配線実習場の使用率が高いとのこと。
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３) 自動制御においては、シーケンス制御とＰＩＤ制御等との時間は、カリキュラムで

は同じ時間であるが、プログラマブルコントローラの使用率が高いという。

４) 開校して１年ぐらいであるので、制作実習はまだ実施されていない。

(６) 機材の整備状況

　基本的に、学生20名を想定して、10セットずつ配備している。

　メーカーはフランス、ドイツ製が多い。

主な機材：モータ特性試験、パワーエレクトロニクス、油空圧実験装置、プログラマブ

ルコントローラ、自動制御実験装置（ＰＩＤ、サーボ)、基本計測器、マイクロコン

ピューター（ＣＰＵ：8085)、パーソナルコンピューター（ＩＢＭコンパチブル)、通信

実験装置（ＰＣＭ：ＰＬＬ、etc)、データ通信実験装置（ＩＳＤＮ)、電話配線実習場、

ＬＡＮシステム（ＯＳ：UNIX、NOVEL NETWARE、将来はWINDOWS NTも入る予定）

(７) その他特記事項

１) 授業料：無料

　入学金：あり

２) 建物構成

　・実習場：18室

　・教　室：６室

　・図書室：１室

　・講　堂：１室

４－２－３　Den Den電気職業訓練センター

(１) 施設の沿革

　1998年創立、ドイツの援助によって発足した（援助期間：1987～1992年)。

(２) 教職員規模：35名

(３) 訓練課程及び訓練科目

１) 養成訓練（昼間、２年）

ａ) テクニシャンコース（ＢＴＰ）

　・工業電子科（Electronique Industrielle）

　・情報機器メンテナンス科（Maintenance en Micro-system Informatique）
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　・テレビ・ビデオメンテナンス科（Maintenance en Electronique Grand Public）

ｂ) 上級テクニシャンコース（ＢＴＳ）

　・自動制御・工業情報処理科（Automatisme & Informatique Industrielle）

２) 向上訓練（夜間、１日に２時間で３年）

ａ) テクニシャンコース（ＢＴＰ）

　・工業電子科（Electronique Industrielle）

ｂ) 上級テクニシャンコース（ＢＴＳ）

　・自動制御科（Automatisme）

　・通信教育（ＳＩＦＡＤ：Systeme Individual Formation Distance、週に４

時間スクーリング、２年６か月、1997年５月開始）

(４) 訓練定員

１) 養成訓練

　・工業電子科、自動制御科：年２回入学、各科計80名

　・情報機器メンテナンス科、テレビ・ビデオメンテナンス科：年１回入学、各科計

40名

２) 向上訓練

　・工業電子科：60名　

　・自動制御科：年１回入学で訓練期間３年、計60名

　・通信教育（ＳＩＦＡＤ）

　　授業料：400～1,100ディナール

(５) 機材の整備状況

　基本計測機器、デジタル回路実験装置、プログラマブルコントローラ、コンピュータ

（ＰＣ)、空圧実験装置、コントロール用模擬負荷装置、展開テレビ、展開ラジオなどの

基本的な実験装置は完備されている。

(６) その他特記事項

１) 企業との交互訓練システムを取り入れているのは、情報機器メンテナンス科、テレ

ビ・ビデオメンテナンス科である。

２) 電源の状態は比較的良好で、停電も少ないことから、無停電電源装置（ＵＰＳ）は、

ネットワーク実習の行われるコンピューター室のみである。

３) 技能検定試験を行っている。
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４－２－４　Sousse電気職業訓練センター

(１) 施設の沿革：1986年創立

(２) 教職員規模

　教員数：30名（専門学科、訓練技法）

(３) 訓練課程及び訓練科目

１) 養成訓練（訓練期間：２年）

ａ) テクニシャンコース（ＢＴＰ）

　・マイクロコンピューターのメンテナンス科（Maintenennce des Micro-Systems

informatiques）

　・工業電子科（Electronique Industrielle）

ｂ) 上級テクニシャンコース（ＢＴＳ）

　・自動制御・情報工学科（Automatique et Informatique Industrielle）

　・夜間の向上訓練

　・通信教育（ＳＩＦＡＤ）：1998年９月より開始予定

(４) 訓練定員

・マイクロコンピューターのメンテナンス科：20名×６＝120名

・工業電子科：20名×５＝100名

・自動制御・情報工学科：20名×４＝80名

(５) 卒業生の進路

　就職率は81％である。

(６) カリキュラム

　生産現場のミニチュアを再現し、現場におけるプロセスが分かるように訓練すること

を目標に、各種の実習製作を行っている（簡単な機械加工のできる実習場も設置されて

いるが、カリキュラムとして組み込まれていないので、必要に応じて使用している状

態)。

　電子分野においては、プリント基板の製作から、製品の製作まで行っている。プロセ

ス制御においては、操作を中心とした訓練を行っている。
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(７) 機材の整備状況

　基本計測機器、パーソナルコンピュータ、マイクロコンピュータ、プログラマブルコ

ントローラ、パワーエレクトロニクス、プロセス制御などの機器が整備されているが、

全体的に古いタイプの機器である。

(８) その他特記事項

１) 現在、敷地面積5500平方メートルで３科の構成であるが、1000平方メートルの敷地

を拡大し、通信関連（船に対するナビゲーション)、強電関連の２科を増設する予定。

開校は1998年９月予定。拡張にかかる予算は総額約220万ディナール（建物、施設設備

で67万ディナール、機器等で153万ディナール)。

２) アフリカ諸国を対象とした、第三国研修を行っていた。研修科目は情報工学であっ

た。

３) ドイツからの専門家の指導で、企業との交互教育を実施している。

４) 制作実習の作品が展示されていて、物作りに力を入れていることが理解できる。

５) 建物構成

・基礎電子実習室：７室

・情報工学実習室：１室

・自動制御・計装実習室：１室

・パワーエレクトロニクス実習室：１室

・機械工作室：１室

・プリント基板制作室：１室

・図書室：１室

・学生寮：１室

・食堂：１室

４－２－５　ＥＮＩＴ

　1969年創立で電気、生産、土木、機械の４学科をもつ。

　大学受験資格取得後、２年間の一般教養科目を修得し、６校の工科大学（エンジニア課程）

に進み、３年間の各専攻学科に進む。

　学生規模は各科50名で総数600名在籍している。

　資格としては、３年間の専攻学科を修得時にエンジニア、３年目から２年制の修士課程へ進

学できる。修士課程後は、３年間の博士課程がある（現在、実施されているのは、エンジニア

コースだけで、修士、博士課程は実施予定である)。
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　カリキュラムの特徴として、15週間の企業実習があり、幅広い分野の知識、技術の修得に役

だっている。また就職につながる場合が多く、98～99％の就職率である。

　現在検討中の実習機材として、Integrated Production Systemがある。これは、電気と機

械が融合している、フレキシブルな生産システムを、オープンな形として実習教材とし、生産

システムを理解、設計することを目的としている。

４－２－６　ＣＥＴＩＭＥ

(１) 技術協力、生産管理の調査・評価、電子基板の企画作成を行っている機関。

(２) 電子産業の成長を予測しているが、それに伴って必要なテクニシャンや工場現場にお

ける技術的管理者の不足が指摘され、基礎産業部門の必要性が求められている。

(３) 保有機材としては、ＣＡＤ、解析システム、電子基板の製作、半田槽、チップ部品装

着装置、部品挿入機などがあるが、全体的に機材の年式が古い。
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５．第三国（国際機関を含む）の協力概要等５．第三国（国際機関を含む）の協力概要等５．第三国（国際機関を含む）の協力概要等５．第三国（国際機関を含む）の協力概要等５．第三国（国際機関を含む）の協力概要等

(１) 技術協力

　職業訓練分野における国際機関・二国間ドナーの実績は、以下のとおりである。

　ＭＡＮＦＯＲＭＥ計画に対する援助として世界銀行、フランス開発金庫が融資を行っ

ている。

　二国間の協力としては、ドイツ技術協力公社（ＧＴＺ）がデュアルシステム（オルタ

ネーティブトレーニング）をＣＥＮＡＦＦＩＦに対して技術協力しているほか、過去に

Den Den電気職業訓練センターに対し機材供与、専門家派遣などで協力していた。現在も

Sousse電気職業訓練センターでデュアルシステムの専門家が活動している。

　また、２年前から韓国国際協力事業団（ＫＯＩＣＡ）の協力隊員がＣＥＮＡＦＦＩＦ

のコンピューター部門で活動を行っている。ＣＥＮＡＦＦＩＦでは、カナダとの協力に

よるPrecatと呼ばれる指導方法論（Competence Approach）に関するプロジェクトもあ

り、随時カナダから専門家が派遣され、技術移転を行っている。

(２) 専門家の特権免除、機材の関税免除、専門家査証関係

　テュニジア国と我が国との間には技術協力取極めがないため、これらの事項について

は個別に討議議事録（Ｒ／Ｄ）で設定する必要がある。機材供与における引き取り経費

負担についても別途Ｒ／Ｄにより、合意に達する必要がある。
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６．専門家の生活環境６．専門家の生活環境６．専門家の生活環境６．専門家の生活環境６．専門家の生活環境

(１) 治安情勢

　テュニジアの治安情勢は一般に良い。一戸建てに住んでいる邦人もガードマンを雇っ

ていない。

(２) 住宅事情

　住宅事情は一般に良い。ほとんどの在留外国人は一戸建て住宅に住んでいる。

　賃貸住宅には家具つきと家具なしがあり、新しい家具を購入することを考えると家具

つき住宅の方が安価である。また電気、水道料金についても家賃に含まれている場合と

そうでない場合があり、契約前に大家とよく話し合っておくことが以後のトラブルを回

避するポイントである。支払いを外貨で求められることはまずないが、一般的に外国人

はテュニジア人よりも高い家賃を払っている。

　住宅を探すには、まず在留邦人の家を訪問し、大体の間取りと賃貸条件を頭に入れた

うえで新聞広告や不動産屋を通じて候補を探し、必ず実際に家を見てから契約する。

　住宅の選定にあたっては、ガス式のセントラルヒーティングの完備した住宅が好まし

い。

(３) 子女教育事情

　テュニジア国に日本人学校はなく、日本語の補習校がある。

　在留邦人の子弟は、ほとんどがアメリカンスクールかフレンチスクールに通っている。

　アメリカンスクールへの入学に際して必要な書類は、出生証明（要英訳)、予防接種記

録（要英訳)、学業成績証明書（要英訳）で、必要経費は入学金500米ドル、授業料年間

7,500米ドル、寄付金400米ドル、通学バス代700米ドルとなっている（1994年)。

　幼児については、住居から近い私立の幼稚園に通っている。

(４) 食料事情

１) 米：長粒米が豊富に出回っているが、短粒米についてはイタリア産、中国産のもの

がある。

２) その他の主食：小麦粉は中力粉が一般的。パンはフランスパン等多種が売られてい

る。パスタ類も豊富である。

３) 野菜：現地産のものが豊富にあるが、日本特有の野菜は入手できない。

４) 肉類：牛肉、鶏肉、羊肉はスーパーマーケット及び肉屋で売っているほか、豚肉に
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ついてもイタリア人経営の食品店で入手可能。また加工肉（ソーセージ、ハムなど）に

ついても入手可能。

５) 魚介類：マグロ、カツオ、アジ、イワシ、エビ、タコ、アサリなど豊富である。

６) 加工品：乳製品、果汁など豊富である。

７) 調味料：塩、砂糖、胡椒、各種スパイス、果実酢、マヨネーズ、マスタード、ウス

ターソース、ケチャップなどが売られている。醤油は中国製が入手可能。味噌など和食

用の調味料はない。

８) 酒類：ビール、ワインについては現地産のみが販売されている。

　食材の入手については、スーパーマーケットで大方のものが入手可能である。食器、

調理器具についても同様。

　外食では、テュニジア料理、フランス料理、イタリア料理などレストランが豊富。

　また、ファーストフードやピザ店も多い。

(５) 外貨管理

　外貨の持ち込み、持ち出しについては特に問題ないが、多額の現金を現地で開設した

口座に入金しようとする際には、空港で申告を行っておく必要がある。それを考えると、

現地で口座を開設したあとに銀行間で電信送金を行うのが最もリスクの少ない方法とい

える。テュニジア国では車を購入する際など、多額の支払いは現金ではなくチェックを

使うのが一般的である。

　また、一度持ち込んだ米ドルについては、入国時に申告している場合は全額持ち出し

が可能だが、申告を行っていない場合、再両替した額の30％まで（両替証明書の提示を

求められる）で、しかも最高100ディナールまでしか持ち出せない。

(６) 交通事情

　国内の道路はテュニス～スース間の高速道路を除き、さほど良い状態ではないものの、

主要道路はアスファルト舗装されている。路肩のアスファルトが崩れていたり、雨の日

には滑ったりする。

　主要都市間には列車、バス、タクシーが走っており、ルアージュと呼ばれる乗合の長

距離自動車もある。列車は一番快適な交通手段であるが、本数が限られており、また発

車はほぼ定刻であるものの到着時間については一定していない。

　飛行機はテュニス・カルタージュ空港及びモナスティール・ハビブ＝ブルギバ空港か

ら、ヨーロッパと中東の各都市に毎日飛んでいる。また国内主要都市にもテュニス国内
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航空（TUNINTER）の便がある。

　船舶は、グーレット港から地中海クルージングなどの観光客船がある。

　テュニス市内の交通手段は、メトロと呼ばれる路面電車、タクシー、バスが利用でき

る。アロータクシーという無線タクシーもあり、自宅から電話で呼べるので便利である。

タクシー料金は初乗り340ミリーム、１キロメートルごとに90ミリームが加算されてい

く。無線タクシーは流しのタクシーに比較して割高である。また夜間21時以降は料金が

1.5倍になる。

(７) 自家用車について

　免許証は日本国内で国際免許を取得し、大使館の翻訳証明など必要書類をそろえて運

輸省に申請し、テュニジア国の免許に書き換える。

　制限速度は都心部で時速50キロメートル、郊外で時速100キロメートルであるが、一般

的に運転が荒く、注意を要する。またロンポアンと呼ばれるロータリーは右側が優先な

ので、特に注意が必要である。

　郊外では人間以外にも家畜などが飛び出してくることがある。

　自家用車はフォルクスワーゲンなどのドイツ車、フランス車、イタリア車、日本車が

入手可能である。
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７．要請内容の修正について７．要請内容の修正について７．要請内容の修正について７．要請内容の修正について７．要請内容の修正について

７－１　当初の要請７－１　当初の要請７－１　当初の要請７－１　当初の要請７－１　当初の要請

　本案件については、当初1996年に要請が提出された段階では、我が国が1975年以来青年海外協

力隊員と個別専門家を派遣し、単独機材供与によって協力してきたチュニスの通称ex-CIPEと呼

ばれているCSFE ex-CIPEの整備計画とされていた。

　当該施設は2001年までに拡充して訓練を再開することが至上命令とされており、テュニジア側

はこの施設への日本からの協力を期待して我が国専門家（1997年８月帰任の中屋三千男専門家）

の助言も得つつ、世界銀行の融資により実習棟の一部及び管理棟の改築を行ってきたところであ

る。今次基礎調査団のテュニジア国訪問によって、我が国の協力の準備が早くても1999年度事前調

査、2000年度実施調査というスケジュールで進行するとすれば、実際の訓練開始は2002年以降と予

想されることが判明した。しかしながら、この工事は既にほとんどが終わっていて施設建物は1998

年３月中にも完成の予定であり、このスケジュールでは想定される我が国の協力開始まで数年間も

施設を空けておくこととなってしまう。そこで、テュニジア政府当局は、急遽ＭＡＮＦＯＲＭＥと

呼ばれる職業訓練雇用改善計画のために確保済みのフランス開発銀行による融資を流用すること

によって機材の購入及び若干の技術協力を確保し、当該施設の拡充を実施することとした。な

お、この点に関し、テュニジア側は我が国の協力による訓練開始が2000年年頭までに可能であれ

ばそれまで開設を待ちたい旨要望したが、本調査団からはその時期までの訓練開始は不可能であ

る旨言及した経過がある。

７－２　要請の修正７－２　要請の修正７－２　要請の修正７－２　要請の修正７－２　要請の修正

　係る現状から、テュニジア政府は本調査団に対し、ex-CIPEとは別に家屋内電気設備設置配線

（テクニシャンレベル：ＢＴＰ)、自動制御・工業計装（テクニシャンレベル：ＢＴＰ)、産業情

報工学（上級テクニシャンレベル：ＢＴＳ）及びマルチメディア機器の保守（テクニシャンレベ

ル：ＢＴＰ）の４科において、技能労働者の養成を行う電気産業職業訓練施設の設置に我が国の

協力を得るべく、これまでの要請の修正を本調査団に対して申し越した。

　当方としては、本調査団は基礎調査団であり、したがって要請内容についての公式なコメント

は本来の使命を逸脱すると断りつつ、家屋内電気設備設置配線及びマルチメディア機器の保守に

ついては、もっぱら国内のサービス需要を対象としたものであり、テュニジア国労働者の技能水

準の向上を図ることによって、同国産業の輸出競争力をつけると同時に外国資本の導入を図って

いこうとする同国の経済政策に照らせば優先分野とはいえないのではないか、また、我が国の技

術協力を求めるのであれば通常のテクニシャンの養成を目的とするのは若干目標が低いのではな

いかとの非公式な見解を述べておいた。
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　先方としては、今回の要請の修正は取りあえずのたたき台であり、当方の見解も参考にしつつ

テュニジア側において今後早急に産業界を対象とした調査（Etude Opportunite）を行ったうえ

でその詳細を決定し、1998年９月末までに要請の修正を我が国に示したいとしている。なお、サ

イトとしては、ex-CIPEの分校用地として既に確保済みであり、ＭＦＰＥから車で５分ほどの距

離にあるチュニス市内El Omrane地区の約6500平方メートルの土地をあてたいとしている（本調

査団現地確認済み)。

７－３　新規要請内容７－３　新規要請内容７－３　新規要請内容７－３　新規要請内容７－３　新規要請内容

(１) 協力要請内容

　新たにテュニジア＝日本電気電子職業訓練パイロットセンター（Centre Pilote de

Formation en Electricite et electronique）を設立し、次の４つの分野に関し、総

計320名の訓練を行う。

・自動制御（ＢＴＰ）

・マルチメディア機器メンテナンス（ＢＴＰ）

・電気機器設置（ＢＴＰ）

・工業電子（ＢＴＳ）

　テュニジア側は、①施設の建設、②教員の確保、③教員の教授法に関する訓練を行う

ので、日本側には次の事項に関する協力を要請する。

１) 機材の供与

２) 技術協力

３) ５名の専門家派遣

４) 教員の技術訓練

　このプロジェクトにより以下の成果が期待される。

ａ) 教員の向上訓練と基本インフラの近代化による訓練の改善

ｂ) 電子分野に関する人材レベルのニーズを満たすために新しいコースをつくる

ｃ) 2002年までに160名、2003年からは320名の訓練を行う

(２) 長期専門家

・チーフアドバイザー

・自動制御（Regulation et Automatisme）

・電気機器設置（Installation des equipements electrique）

・マルチメディア機器保守（Maintenance des equipements multimedia）

・工業電子（Informatique Industrielle）
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　なお、それぞれの専門家は英語を使いこなし、またフランス語に関するある程度の知

識をもつことが求められている。

(３) カウンターパート研修

　４分野それぞれについて８名のカウンターパート、計32名で10ヵ月の研修を希望して

いる。

(４) 機材供与

　機材リストについては、古い要請書のものがそのまま流用されている。

７－４　サイトの状況７－４　サイトの状況７－４　サイトの状況７－４　サイトの状況７－４　サイトの状況

(１) 土地の形状・面積

　テュニジア側が第１候補としてプロポーズしたのは、テュニス市内El Omrane地区に位

置する土地。

　二方が道路に面しており、北側はスタジアム、南側は乳製品工場がそれぞれ道路を隔

ててある。東側は女性センターの建設中である。西側は空き地と道路を隔てて軍のキャ

ンプになっている。形状はほぼ四角で面積は約6500平方メートル、南側に比べ北側がわ

ずかに高くなっている。

(２) サイトへのアクセス

　同サイトはＭＦＰＥから西に車で約５分の距離にあり、市の中心にも近く、メトロの

駅から徒歩５分、バスの停留所から徒歩５分で、交通の便は良い。

(３) 建物及び水道・電気など

　現在空き地なので確認はできなかったが、市内なのでライフラインの確保に問題はな

いと思われる。建物についてはテュニジア側の詳細計画に記載される予定だが、計画段

階から日本の意向を取り入れたいとしている。

(４) その他

　テュニジア側はこのEl Omrane地区のサイトのほか、テュニス湖南部の工業地帯に新セ

ンター用地を確保することも可能である旨、調査団に説明した。
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８．今後の取り組み方８．今後の取り組み方８．今後の取り組み方８．今後の取り組み方８．今後の取り組み方

(１) 本調査団所感

　本調査団がテュニジア国においてこれまで会った政府当局者、産業界、企業等の関係

者の意見を総合すると、同国産業界が求めているのは、近代的な製造工場を運営してい

くことのできる上級技能者を養成して、国内企業の競争力を高め、同時に外資の導入を

図って、国内需要に応えるだけでなく、特にヨーロッパへの輸出を増やしていくことが

できるいわば人的資源のインフラ整備と考えられ、この点については現下のテュニジア

国の通商政策及び産業事情に鑑みれば十分理解できるところと思われる。また、今後さ

らに精査の要があり科目の整理を要するも、今回取りあえず打診のあった職種のうち、

自動制御・工業計装及び産業情報工学の各分野は近代的な生産工場の維持管理に必須の

分野であり、現在のテュニジア国における職業訓練施設では今後の同国の産業界の要請

に十分応えていけるだけのレベルにない分野でもある。

　要請内容の変更は遺憾なことともいえるが、本件についてはＭＦＰＥが我が国のプロ

ジェクト技術協力スキームに不慣れなため起こったことであり、また、我が国専門家も

関与のうえ、我が国技術協力の受け皿を早急に整備しようとする、いわば旺盛な自助努

力の結果でもあるので、本調査団は前記修正を基本的には受け入れるべきであると思料

する。

(２) 今後の方針

　本件要請は当初の要請から若干の変化をみたものの、電気産業におけるテクニシャン

の養成を我が国の協力によって行いたいという主目的は変化せず、サイトについてもex-

CIPEの分校用地は当初から予想された場所の１つでもある。また、早急に技能労働者の

供給を開始したいので、施設を遊ばせるよりは取りあえずex-CIPEをフランスの融資に

よって立ち上げたいとするテュニジア側の要望は十分理解できるところであり、先方の

要請修正内容も一部を除きおおむね妥当と考える。よって、本調査団としては先方の意

向を持ち帰り、我が国政府に対してテュニジア国の実情を報告のうえ、本件について前

向きに検討するよう、意見具申することとしたい。

　なお、テュニジア側は本件要請案件について、ＭＦＰＥのキーパースンであるモハメ

ド・サデム調査企画担当局長が陣頭指揮を務めるタスクフォースをつくり、関係機関の

人材を動員して要請内容の詳細な検討、関連調査、我が国との折衝など今後の対応にあ

たるとしている。
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　日本側としてはテュニジア側の検討状況を確認しつつ、今後、事前調査団の派遣を計

画していくことになるため、それまでの期間中、テュニジア側、日本側それぞれに準備

を進めることを提案した。双方はＪＩＣＡ本部及びテュニジア事務所を通して緊密なコ

ミュニケーションを図り、事前調査団の派遣までにプロジェクトの骨組み、協力内容の

概要を固めておくこととする。
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